
保有個人情報の開示事務のフロー（流れ）

１ 開示請求に係る事務の大まかな流れ

※ 市民課の保有する個人情報（証明書や住民票写しの交付履歴、交付請求書等）の

開示請求が市民課窓口において行われる場合は、市民課が請求を受け付ける。
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請求の受付

（担当課）
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第三者意見の
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意見書の提出

合議

(文書 法 務課 長 )

開示等の通知

通知書の

写し

開示等の決定 通知

開示・不開示の

審査・判断

開示の実施・

交付料の徴収



２ 審査請求に係る事務の大まかな流れ

審査請求人
市の機関

（審査庁・諮問庁）
個人情報保護審査会

<(行)法第 4 条>

審査請求

<(個)法第 105 条第 1 項>

諮 問

<(個)法第 105 条第 2 項>

諮問した旨の通知

<(行)法第 4 条>

審査請求書の受付

<(行)法第 29 条第 2 項・第 5 項>

弁明書の作成・送付

<(行)法第 44 条・第 51 条第 2 項>

審査請求に対する裁決・裁

決書の送付

<(行)法第 79 条>

答申の公表

<(行)法第 79 条>

答申・答申書(写)の送付

<(行)法第 78 条>

提出資料の閲覧

調査審議

<条例第 7 条第 3 項>

保有個人情報の分類・整理・

提出要求

（任意）

<(行)法第 30 条>

反論書の作成・送付

<(行)法第 31 条第 1 項>

口頭意見陳述の申立て

<(行)法第 3２条第 1 項>

証拠書類等の提出

<(行)法第 38 条第 1 項>

提出書類等の閲覧等

（審理手続の終結まで可能）

<(行)法第 41 条第 1 項・第 3 項>

審理手続の終結・終結通知

の送付

（申出が可能）

<(行)法第 7５条第１項>

口頭意見陳述

<(行)法第 76 条>

主張書面等の提出

<(行)法第 30 条等>

反論書等の提出期限の通知

弁明書の受領

通知の受領
諮問の受付

答申書(写)の受領

通知の受領

裁決書の受領

意見書・資料提出

<(行)法第 75 条第 1 項>

口頭意見陳述・出頭の機会付与

<(行)法第 76 条>

主張書面等提出の機会付与

＊(行)法：行政不服審査法、(個)法：個人情報の保護に関する法律、条例：富山市個人情報保護審査会条例

<(行)法第 78 条>

提出資料の閲覧

<(行)法第 74 条>

意見書・資料提出の求め、

陳述・鑑定等の調査

<(行)法第 85 条>

裁決書の公表


